
第１０回 西都小学校開校準備委員会 
 
 

日時：平成 2８年５月２３日（月）13:30～ 

会場：西部地域交流センター（さいとぴあ） 

   第１会議室 
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【 議事 】 

                    

１ 設置要綱の改正について          資料１                

 

 ２ 通学路（案）について           資料２ 

 

３ 校歌，校章について            資料３ 

 

 

 

 

 

【 連絡事項 】 

  

 

 



 

                                

                    

（１）改正の理由 

 平成 28 年度の人事異動及び教育委員会組織改編により，所要の改正を行うもの。 

（２） 改正の内容 

現行 改正案 

西都小学校 

開校準備委員会設置要綱 

 

（委員会） 

第３条 委員会は別表のとおり組織する。 

２ 委員の任期は西都小学校の開校までとし，

欠員が生じた場合の補充委員の任期は，前任者

の残任期間とする。 

 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は教育委員会教育環

境部に置く。 

 

西都小学校 

開校準備委員会設置要綱 

 

（委員会） 

第３条 委員会は別表のとおり組織する。 

２ 委員の任期は西都小学校の開校までとし，

欠員が生じた場合の補充委員の任期は，前任者

の残任期間とする。 

 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は教育委員会指導部

に置く。 

 

（３）施行期日 

 平成 28年５月 23日から施行する。 

議事１ 設置要綱の改正について 

資料１ 



 
西都小学校開校準備委員会設置要綱（案）  

 
 
（委員会の設置） 
第１条 西都小学校の開校準備を円滑に推進するため，西都小学校開校準備委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 
 
 
（所管事項） 
第２条 委員会は前条の目的を達成するため次の事項を所管する。 
（１）校名，校章，校歌などの開校準備に関すること 
（２）教育目標等に関すること 
（３）通学路に関すること 
（４）施設整備に関すること 
 
 
（委員会） 
第３条 委員会は別表のとおり組織する。 
２ 委員の任期は西都小学校の開校までとし，欠員が生じた場合の補充委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 
 
 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は，委員の互選により選任する。 
３ 委員長は，委員会の会務を総括する。 
４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 
 
 
（会議） 
第５条 委員会の会議は，原則公開とする。 
２ 会議の傍聴に関する事項は，別途定める。 
 
 
（事務局） 
第６条 委員会の事務局は教育委員会指導部に置く。 
 
 
（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の設置，運営に関して必要な事項が生じた

場合は，委員会で協議のうえ決定する。 
 
 
附 則 
 
（施行期日） 
この要綱は平成２６年 ６月１０日から施行する。 

（施行期日） 
この要綱は平成２７年 ７月２１日から施行する。 

（施行期日） 
この要綱は平成２８年 ５月２３日から施行する。 

 



 
別表  

  
組 織 氏  名 役  職 

周船寺校区 
自治協議会代表 

 大谷 善博 周船寺校区自治協議会会長 

三島 久昌 女原町内会長 

徳永 哲也 西都校区自治協議会設立準備委員会委員長 
周船寺校区発展期成会会長 

玄洋校区 
自治協議会代表 

松崎 雅義 玄洋校区自治協議会会長 

 城園 朝幸 玄洋校区自治協議会副会長 

 江田 俊弘 西都自治会会長 

周船寺公民館 赤池 成昭 周船寺公民館館長 

玄洋公民館 松本 清訓 玄洋公民館館長 

周船寺小学校 
ＰＴＡ代表 

藤井 梅治 周船寺小学校ＰＴＡ会長 

 大峰 菜奈子 周船寺小学校ＰＴＡ副会長 

玄洋小学校 
ＰＴＡ代表 

 国友 一法 玄洋小学校ＰＴＡ会長 

合原 忠臣 玄洋小学校ＰＴＡ副会長 

山口 さおり 玄洋小学校ＰＴＡ副会長 

関係小・中学校 

吉岡 辰実 周船寺小学校校長 

川上 忍 玄洋小学校校長 

田上 健二 元岡中学校校長 

福岡市 

 安樂 博史 教育委員会教育環境部学校計画課長 

 田村  紀人 教育委員会教育環境部施設課長 

 吉田 正樹 教育委員会指導部学校指導課長 

松熊  功 西区総務部地域支援課長 

田川 和雄 西区地域整備部土木第２課長 

 



                資料２ 

                                

                    
 

 バイパス北側を通学路にする提案について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

議事２ 通学路（案）について 

■西都小学校開校準備委員会における委員からの提案 

 交通安全を考慮すると，国道バイパス北側歩道（別添資料の青色部分）側を 

通学路とするのがふさわしいのではないか。 

○平成 28年 3月以降の作業状況 

・平成 28 年４月 
国道バイパス北側歩道の児童の車道への飛び出し防止策（ハード面の対策）

について国道事務所と協議 
 
 ・平成 28 年５月 

横断防止柵の設置に係る要望書（H28.4.28 付）を国道事務所に提出し， 
「検討する」旨の回答。 

 
 

横断防止柵などが設置されることを前提に通学路とする。 

 

主な検討経緯 

    H27.3 ワーキンググループで作成した通学路の原案を公表。 

             委員からバイパス北側を通学路にするよう提案有り 

   H27.6 開校準備委員会委員などで通学路を確認 

   H27.7 国道事務所に安全対策等の状況をヒアリング 

   H28.1 徳永地域の保護者等との意見交換 

   H28.3  これまでの検討状況を第 9 回開校準備委員会で説明 



写 
福岡国道事務所長殿 
 
 

要 望 書 

 
平素より福岡市西市区において国道の維持・管理にご尽力戴き深謝申し上げます。 
 
さて、ご高尚のとおり福岡市西区西都地区において平成２９年 4 月に新しく西都小学校

が開校致します。これに伴い、新１年生はもとより西都校区から近隣小学校に通学してい

る在校生もこの小学校に通うこととなります。小学生を抱える父兄を始め地域住民と致し

ましては、安全安心な通学路の確保が喫緊の課題であります。 
 
国道２０２号バイパスより南側から通う小学生のためには同バイパス北側歩道（徳永交

差点～女原）を通学路としたいと考えています。 
しかしながら、同区間５００メートル程度のうち、ほとんどの区間に歩道と道路の間に

植栽帯が設置されておりますものの、下谷池橋付近の約１００メートルの歩道にはこれが

なく、小学生が車道に飛び出す可能性も否定できません。 
 
つきましては、小学生の飛び出し防止の観点から、横断防護柵の設置を強く要望いたし

ますので、ご善処戴くよう宜しくお願い申し上げます。 
 

平成２８年 4 月２８日 
 
                       周船寺校区自治協議会 

会長 大谷 善博 
 

周船寺校区徳永町内会 
会長 徳重 恵三 
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 西都小学校 通学路（案） 検討資料 
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（１） 校歌について 

 (ｱ)作詞・作曲の作成者 

   合唱作曲家 弓削田健介（ゆげたけんすけ）氏 
 
   略歴 

 演奏活動のほか、ミュージカルやコマーシャルの楽曲を提供し，佐賀を拠点

に活動中。佐賀市富士小学校校歌（作詞・作曲）他多数の合唱曲、ＣＭ曲を制

作。玄洋小学校の現６年生が３年生の時に参加した西区音楽会に弓削田氏の作

品を選んだのが縁で，合唱指導を受けたり，PTA 講演会で講演したりするな

どの交流がある。佐賀大学大学院教育研究科卒業。福岡市東区出身。1982 年

生まれ。 
 
 (ｲ)作成の時期 

   平成２８年度中 
    ・8 月頃をめどに曲調が違う 2 曲程度を作成する。 
    ・ベースとなる曲調や歌詞を決め、さらに 10 月頃をめどに作り込む。 
    ・11 月の開校準備委員会において決定（予定）。 

 

（２） 校章について 

 (ｱ)作成者 

   九州大学 大学院 芸術工学研究院 特任教授 源田悦夫（げんだえつお）氏 
 
  略歴 

     メディアテクノロジーを基盤とした芸術的完成表現としてのメディア芸術，

情報デザイン・デジタルアーカイブス等の教育・研究に従事。福岡県，福岡

市などが主催するアジアデジタルアート大賞 FUKUOKA のマネージメント

や，福岡市との産学官連携によるコンテンツ産業の振興などにも携わるなど

活動は多岐にわたる。 
 
 (ｲ)校章（案）等 

   別添資料参照 
 
    
 
 

  

議事３ 校歌・校章について 



 

○校歌・校章のアンケート結果について 

 

 より多くの方からアイディア・意見を頂戴し，校歌・校章の作成する際の参考に

させていただくため，アンケート調査を行いました。 
 
(1)アンケート対象 

   周船寺小学校及び玄洋小学校に通学する児童のうち，西都小学校の通学区域

に居住する児童及び保護者（児童は３～６年生），西都小学校区の居住者 

 (2)対象数 

   3,070（回収数 155 回収率 5.0％） 

(3)調査方法 

   学校，町内会を通じて用紙を配布し，郵送，電子メールなどにより回収 

(4)調査期間 

平成 27年 11月 24日から平成 27年 12月 18日まで 

 

１ 回答者の属性など 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 質問内容 

 

 質問１ 「校章」に表したいイメージを言葉でお書きください。 

 質問２ 「校歌」を作詞するにあたり，歌詞に入れたい字句などがあればお書き

ください。 

 質問３ その他，校章や校歌についてご自由にお書きください。 

    （※児童には，「こんな学校になったらいいな」と思うことを聞きました。） 
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３ 回答の集約 

(1)アンケートからみえるキーワード 

ア 校章に係るアンケート結果のキーワード 

  

 

 

 

 

 

イ 校歌に係るアンケート結果のキーワード 

  

 

 

 

 

 

 

(2)意見の抜粋 

ア「校章」についての意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ「校歌」について意見等 

 

 

 

 

地域・保護者 
明るい，和，西（西都），自然，未来，九州大学 
児童 
明るい，楽しい，仲良し，友だち，優しい 

保護者・地域 
伊都（いと，怡土，伊都の国），夢，希望，未来， 
高祖山，長垂海岸，西都，宮崎開き 
児童 
明るく元気，みんな仲よく，笑顔，九大学研都市，自然がいっぱい 

地域・保護者 
・シンプルで自由なイメージ 
・子ども達がのびのびと育つ場であるイメージ 
・九大が移転してきたことも踏まえ，勉学を想像させる様なマーク 
・自然とまちの融合，新しい街のイメージ，学術研究，人と人とのあたたかい

ふれあい 
・友だち通しで手を繋いでいるイメージ 
・近代的科学的なイメージ 
児童 
・夢に向かって，みんなで進むイメージ 
・皆で一緒に頑張るイメージ 
・明るい色がいい 

地域・保護者 
・明るく夢や希望にあふれたもの 
・西都小の目指す児童像（教育目標）が入った歌詞 
・学校の周りの自然，山や海が入った歌詞 
・新しい西の都，未来へ，つばさをひろげて羽ばたく様なイメージ。昔を忘れ

ないように田園の風景をいれて。 
・子どもに理解しやすい言葉を使う 
児童 
・みんなが元気よくいじめのない学校 
・一人一人が楽しいと思え，ぜったい行きたい学校 
・みんなで仲よく協力する学校 



 
 

 

 
 

 

【全体工程表】            

 

  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

27年度 28年度

校
舎
建
設

土
木

土木工事（グラウンド整備工事等）

検
査
・
引
き
渡
し
・
備
品
搬
入
等

杭工事

土工事

躯体工事

内部・外部仕上工事

外構工事等

 

 

【現在の工事状況】4月末時点 躯体工事中 

 

校舎側（敷地北側）全景（西側から撮影・4月末時点） 

西都小学校建設工事の進捗状況について 









 
西都小学校開校準備委員会設置要綱  

 
 
（委員会の設置） 
第１条 西都小学校の開校準備を円滑に推進するため，西都小学校開校準備委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 
 
 
（所管事項） 
第２条 委員会は前条の目的を達成するため次の事項を所管する。 
（１）校名，校章，校歌などの開校準備に関すること 
（２）教育目標等に関すること 
（３）通学路に関すること 
（４）施設整備に関すること 
 
 
（委員会） 
第３条 委員会は別表のとおり組織する。 
２ 委員の任期は西都小学校の開校までとし，欠員が生じた場合の補充委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 
 
 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は，委員の互選により選任する。 
３ 委員長は，委員会の会務を総括する。 
４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 
 
 
（会議） 
第５条 委員会の会議は，原則公開とする。 
２ 会議の傍聴に関する事項は，別途定める。 
 
 
（事務局） 
第６条 委員会の事務局は教育委員会指導部に置く。 
 
 
（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の設置，運営に関して必要な事項が生じた

場合は，委員会で協議のうえ決定する。 
 
 
附 則 
 
（施行期日） 
この要綱は平成２６年 ６月１０日から施行する。 

（施行期日） 
この要綱は平成２７年 ７月２１日から施行する。 

（施行期日） 
この要綱は平成２８年 ５月２３日から施行する。 

 



 
別表  

  
組 織 氏  名 役  職 

周船寺校区 
自治協議会代表 

 大谷 善博 周船寺校区自治協議会会長 

三島 久昌 女原町内会長 

徳永 哲也 西都校区自治協議会設立準備委員会委員長 
周船寺校区発展期成会会長 

徳重 恵三 徳永町内会長 

玄洋校区 
自治協議会代表 

松崎 雅義 玄洋校区自治協議会会長 

 城園 朝幸 玄洋校区自治協議会副会長 

 江田 俊弘 西都自治会会長 

周船寺公民館 赤池 成昭 周船寺公民館館長 

玄洋公民館 松本 清訓 玄洋公民館館長 

周船寺小学校 
ＰＴＡ代表 

藤井 梅治 周船寺小学校ＰＴＡ会長 

 大峰 菜奈子 周船寺小学校ＰＴＡ副会長 

玄洋小学校 
ＰＴＡ代表 

 國友 一法 玄洋小学校ＰＴＡ会長 

合原 忠臣 玄洋小学校ＰＴＡ副会長 

山口 さおり 玄洋小学校ＰＴＡ副会長 

関係小・中学校 

吉岡 辰実 周船寺小学校校長 

川上 忍 玄洋小学校校長 

田上 健二 元岡中学校校長 

福岡市 

 安樂 博史 教育委員会教育環境部学校計画課長 

 田村  紀人 教育委員会教育環境部施設課長 

 吉田 正樹 教育委員会指導部学校指導課長 

松熊  功 西区総務部地域支援課長 

田川 和雄 西区地域整備部土木第２課長 
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